
建
築
物
の
耐
震
化
で

地
震
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

　

平
成
7
年
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路

大
震
災
で
は
、
6
、
4
0
0
人
以
上
の

尊
い
命
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。
死
者
の
9

割
は
、
住
宅
や
家
具
な
ど
の
倒
壊
・
転

倒
に
よ
る
窒
息
、
圧
死
に
よ
る
も
の
で

す
。

　

そ
の
後
も
、
平
成
19
年
7
月
の
新
潟

県
中
越
沖
地
震
、
平
成
20
年
6
月
の
岩

手
・
宮
城
内
陸
地
震
な
ど
、
大
地
震
が

発
生
。
建
築
物
の
倒
壊
に
よ
る
被
害
が

多
発
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
平
成
23
年
3
月
に
、
三
陸
沖

を
震
源
と
す
る
国
内
観
測
史
上
最
大
規

模
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9
・
0
を
記
録

し
た
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

大
地
震
は
い
つ
ど
こ
で
発
生
し
て
も

お
か
し
く
な
い
状
況
に
あ
り
、
首
都
圏

直
下
型
地
震
の
発
生
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
首
都
圏
直
下
型
地
震
に
備

え
、
平
成
20
年
3
月
に
「
耐
震
改
修
促

進
計
画
」
を
定
め
、
既
存
建
築
物
の
耐

震
化
を
促
進
し
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
で
は
、
住
宅
と
特
定
建
築

物
の
平
成
27
年
度
の
耐
震
化
率
を
90

パ
ー
セ
ン
ト
に
上
げ
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
ま
す
。

　

耐
震
改
修
促
進
計
画
は
、
建
築
住
宅

課（
市
役
所
5
階
）の
ほ
か
、
同
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.city.narita.

chiba.jp/sisei/sosiki/kenchiku/
std0000.htm

l

）で
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
た
「
東
日
本
大
震
災
」
か
ら
1
年
余
り
。そ
の
間
も
、

日
本
各
地
で
は
地
震
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
地
震
は

「
い
つ
」「
ど
こ
で
」
発
生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
市
で
は
、
既
存
建
築
物
の

倒
壊
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
助
成
・
耐
震
改

修
助
成
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

か
け
が
え
の
な
い「
命
」と「
財
産
」の
た
め
に

木
造
住
宅
の
耐
震
化

東日本大震災で倒壊した家屋（平成23年3月・宮城県大崎市提供）

広報なりた 2012.4.1 8



造
住
宅
」
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
4
月

か
ら
助
成
対
象
を
「
現
存
す
る
木
造
住

宅
」
に
拡
充
し
ま
す
。

耐
震
診
断
費
用
を
助
成

　

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。

　

補
助
を
受
け
る
に
は
、
市
に
登
録
さ

れ
て
い
る
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
に
依

頼
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
補
助
金
交

付
決
定
前
に
耐
震
診
断
を
行
っ
た
場
合

は
、
交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
木
造
住
宅
＝
次
の
全
て
に

当
て
は
ま
る
住
宅

○
市
内
に
自
ら
所
有
し
居
住
す
る
も
の

○
構
造
が
在
来
構
法
ま
た
は
枠
組
壁
工

法
で
あ
る
も
の

○
一
戸
建
て
の
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅

（
居
住
部
分
が
総
床
面
積
の
2
分
の

1
以
上
の
も
の
）

○
地
上
階
数
が
2
以
下
の
も
の

対
象
者（
申
請
者
）＝
次
の
全
て
に
当
て

は
ま
る
人

○
成
田
市
に
住
民
記
録
が
あ
る
人
ま
た

は
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
人

○
過
去
に
こ
の
制
度
に
よ
る
補
助
金
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

○
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人

補
助
金
の
額
＝
耐
震
診
断
に
要
す
る

費
用
の
う
ち
、
木
造
住
宅
耐
震
診

断
士
に
支
払
っ
た
額
の
3
分
の
2

（
1
0
0
円
未
満
は
切
り
捨
て
、
上

限
額
は
8
万
円
）

受
付
期
限
＝
12
月
28
日
㈮

耐
震
改
修
費
用
を
助
成

　

耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
性
が
低
い

と
さ
れ
た
木
造
住
宅
を
耐
震
改
修
す
る

場
合
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

　

補
助
を
受
け
る
に
は
、
市
に
登
録
さ

れ
て
い
る
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
に
設

計
・
工
事
監
理
を
依
頼
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　

補
助
金
交
付
決
定
前
に
耐
震
改
修
の

設
計
・
工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
交
付

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
木
造
住
宅
＝
次
の
全
て
に

当
て
は
ま
る
住
宅

○
市
内
に
自
ら
所
有
し
居
住
す
る
も
の

○
構
造
が
在
来
構
法
ま
た
は
枠
組
壁
工

法
で
あ
る
も
の

○
一
戸
建
て
の
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅

（
居
住
部
分
が
総
床
面
積
の
2
分
の

1
以
上
の
も
の
）

○
地
上
階
数
が
2
以
下
の
も
の

○
建
築
基
準
法
の
規
定
に
抵
触
し
て
い

な
い
も
の

○
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点

が
1
・
0
未
満
の
も
の
を
耐
震
改
修

の
工
事
を
行
う
こ
と
に
よ
り
1
・
0

以
上
と
す
る
も
の

ま
ず
は
相
談
か
ら

　

市
で
は
、
木
造
住
宅
無
料
耐
震
相
談

会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
建
築
士
の
資

格
を
持
つ
相
談
員
が
分
か
り
や
す
く
説

明
し
ま
す
。

日
時
＝
4
月
20
日
㈮
、
5
月
26
日
㈯
、

6
月
24
日
㈰ 

午
前
9
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
4
時

会
場
＝
市
役
所
5
階
5
0
1
会
議
室

内
容
＝
建
築
物
の
耐
震
性
や
耐
震
診

断
・
耐
震
改
修
の
工
法
な
ど
の
相
談

（
相
談
時
間
は
1
時
間
程
度
）

対
象
＝
一
戸
建
て
住
宅
ま
た
は
併
用
住

宅（
居
住
部
分
が
総
床
面
積
の
2
分

の
1
以
上
の
も
の
）で
木
造
在
来
構

法
で
2
階
建
て
以
下
の
も
の
を
市
内

に
所
有
し
、
自
ら
が
居
住
し
て
い
る

人
定
員
＝
8
人（
1
回
当
た
り
・
先
着
順
）

持
ち
物
＝
図
面（
持
っ
て
い
な
い
人
は

簡
単
な
間
取
り
図
）

申
込
方
法
＝
開
催
日
の
7
日
前（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
前

日
）ま
で
に
直
接
ま
た
は
電
話
で
建

築
住
宅
課（
☎
20
‐
1
5
6
4
）へ

4
月
か
ら
耐
震
診
断
・
耐
震
改

修
費
用
の
助
成
対
象
を
拡
充

　

市
で
は
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
費
用

の
助
成
対
象
を
「
昭
和
56
年
5
月
31
日

以
前（
旧
耐
震
基
準
）に
着
工
さ
れ
た
木

対
象
者（
申
請
者
）＝
次
の
全
て
に
当
て

は
ま
る
人

○
成
田
市
に
住
民
記
録
が
あ
る
人
ま
た

は
外
国
人
登
録
さ
れ
て
い
る
人

○
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
の
工
事
を
次

の
い
ず
れ
か
の
人
に
依
頼
し
た
人

・
建
設
業
法
第
3
条
第
1
項
の
許
可
を

受
け
た
人

・
耐
震
改
修
に
係
る
木
造
住
宅
の
建
設

工
事
を
行
っ
た
人

○
過
去
に
こ
の
制
度
に
よ
る
補
助
金
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

○
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人

補
助
金
の
額
＝
次
の
2
種
類
が
あ
り
ま

す

①
設
計
費
・
工
事
監
理
費
補
助
…
設
計

費
と
工
事
監
理
費
の
合
計
額
の
3
分

の
1（
1
、
0
0
0
円
未
満
は
切
り

捨
て
、
上
限
は
10
万
円
）

②
工
事
費
補
助
…
高
齢
者
な
ど
が
居
住

し
、
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

で
あ
る
場
合
は
、
工
事
費
の
2
分

の
1（
1
、
0
0
0
円
未
満
は
切
り

捨
て
、
上
限
は
70
万
円
）。
そ
れ
以

外
の
場
合
は
、
工
事
費
の
3
分
の
1

（
1
、
0
0
0
円
未
満
は
切
り
捨
て
、

上
限
は
50
万
円
）

受
付
期
限
＝
10
月
31
日
㈬

※
く
わ
し
く
は
建
築
住
宅
課（
☎
20
‐

1
5
6
4
）へ
。

　市では、吹付けアスベストの分析調査・除去などを行う場合
に要する費用の一部を補助しています。
対 象となる建築物＝市内に立地し、次のどちらかに当てはまる建
築物

① 分析調査を行う場合…事前調査において、吹付けアスベスト
が施工されているおそれがあるとされたもの
② 除去などを行う場合…吹付けアスベストが施工されているもの
対 象者（申請者）＝対象となる建築物の所有者・管理者
補助金の額＝次の2種類があります
① 分析調査を行う場合…補助の対象となる費用の額（1,000円
未満は切り捨て、上限は1棟ごとに25万円）

② 除去などを行う場合…補助の対象となる費用の額の3分の2以
内（1,000円未満は切り捨て、上限は1棟ごとに120万円）

※くわしくは建築住宅課（☎20-1564）へ。

民間建築物吹付けアスベスト

分析調査・除去費用の
一部を助成

9 広報なりた 2012.4.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


	12-0401-8
	12-0401-9

